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[千葉県教育委員会行政組織規則] (抄) 

（附属機関） 

第四十二条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりである。 

一 千葉県産業教育審議会 

二 千葉県教科用図書選定審議会 

三 千葉県公立学校職員健康審査会 

四 千葉県生涯学習審議会 

五 千葉県社会教育委員 

六 千葉県文化財保護審議会 

七 千葉県スポーツ推進審議会 

八 千葉県図書館協議会 

九 千葉県博物館協議会 



〔生涯学習審議会関係の条例、規則〕

千葉県生涯学習審議会条例

平成三年七月二十二日 条例第三十二号

（設置）

第一条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律（平成二年法律第七十一

号）第十一条第一項の規定により、県に千葉県生涯学習審議会（以下「審議会」という ）を。

置く。

（組織等）

第二条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。

２ 委員は、人格識見共に優れた者のうちから、知事の意見を聴いて、千葉県教育委員会が任命

する。

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。

（会長等）

第三条 審議会に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。

３ 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行

う。

（会議）

第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

（部会）

第五条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

（委任）

第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定

める。



千葉県生涯学習審議会運営規則

平成三年七月二十二日 教育委員会規則第十号

最終改正 平成一五年三月二八日 教育委員会規則第四号

（趣旨）

第一条 この規則は、千葉県生涯学習審議会条例（平成三年千葉県条例第三十二号）第六条の規

定により、千葉県生涯学習審議会（以下「審議会」という ）の運営に関し必要な事項を定め。

るものとする。

（会議の招集）

第二条 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、会議開催の日時、場所及び会議に付

議すべき案件を開催日の七日前までに通知しなければならない。ただし、特に会長が急施

を要すると認めた場合は、この限りでない。

（職員等の出席）

第三条 審議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他の関係人に対し、そ

の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

（部会長等）

第四条 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

２ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

３ 部会長は、部会の事務を掌理する。

４ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する当該部会に属する委員がその職務

を代理する。

（部会の会議）

第五条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。

２ 部会は、当該部会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることが

できない。

３ 部会の議事は、出席した当該部会に属する委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

４ 第二条及び第三条の規定は 部会の会議について準用する この場合において 第二条中 会、 。 、 「

長」とあるのは「部会長」と 「審議会」とあるのは「部会」と、第三条中「審議会」とある、

のは「部会」と読み替えるものとする。

（庶務）

第六条 審議会の庶務は、教育庁教育振興部生涯学習課において処理する。

（補則）

第七条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。



〔社会教育委員関係の条例、規則〕

千葉県社会教育委員の定数等に関する条例

昭和二十四年十一月八日 条例第五十八号

最終改正 昭和三七年七月二四日 条例第一七号

第一条 千葉県社会教育委員（以下委員という ）の定数は二十人以内とする。。

、 。第二条 委員の任期は二年とし 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする

第三条 千葉県教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中でも解嘱することがで

きる。

第四条及び第五条 削除

第六条 この条例に定めるものの外、委員の会議その他運営に関し必要な事項は、千葉県教育委

員会規則で定める。

社会教育委員会議運営規則

昭和二十四年十一月八日 教育委員会規則第九号

最終改正 平成一八年三月三〇日 教育委員会規則第七号

第一条 社会教育委員（以下委員という ）の会議には、委員の互選による議長及び副議長二人。

をおくものとする。

第二条 議長及び副議長の任期は一年とする。但し、再選されることができる。

第三条 議長は委員の会議を主宰する。

第四条 副議長は、議長を助け議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、その職務を行う。

第五条 委員の会議は、議長が招集する。

第六条 委員の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

委員の会議の議決は、出席者の過半数できめる。

第七条 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、議長があらかじめ、これ

を通知しなければならない。

第八条 招集は、開会の日前七日までに、これを通知しなければならない。但し急を要する場合

は、この限りでない。

第九条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。

第十条 定例会は、年三回以上これを招集しなければならない。

第十一条 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

第十二条 会議招集の通知後に急を要する事件があるときは、第六条及び前条の規定にかかわら

ず、直ちにこれを会議に付議することができる。

第十三条 委員は、会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

第十四条 関係職員は、会議に出席して意見をのべることができる。

第十五条 この規定に定めるものの外、委員の会議に必要な事項は別にこれを定める。

第十六条 委員の会議に関する庶務は、教育庁教育振興部生涯学習課で行う。
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２ 千葉県の生涯学習の推進、社会教育の振興 

 

（２）平成２５年度 千葉県社会教育施策（生涯学習課）赤字は 25 年度実績 
 

 
主 要 事 業 名 

 
事   業   の   内   容 

 
学校を核とした 
県内1000か所ミニ集会 
 
 

 
 
 
 
地域とともに歩む 
学校づくり推進支援事業 

（学校支援地域本部事業） 
 
 
 
 
 

 
放課後子ども教室推進事業 
 
 
 
 

 
 
 
県立学校における 
｢開かれた学校づくり委員会｣
設置事業 

 
 
 

県立学校の開放の推進 
 
 

 
 
 
 
県立学校における 
「コミュニティ・スクール」

設置事業     
  

 
 
 
 

 
 
 

 
地域住民の声を学校運営に生かす開かれた学校づくりや地域 

コミュニティの構築を目的として、原則として、県内全ての公立小・
中・高・特別支援学校を会場に、学校職員と保護者や地域住民とが 
学校・家庭・地域の様々な教育課題について、膝を交えて本音で語り

合うミニ集会の取組を推進します。 
企画の段階から保護者や地域住民が主体的に参加する割合が 57％

の見込み。 
 
小・中学校と地域が連携して、地域コミュニティを構築し、地域の

子どもたちを地域で育てていくため、中学校区に学校と地域を結ぶコ

ーディネーターを配置し、学習支援や環境整備、登下校の見守りなど、
学校を支援する体制づくりを推進します。 
学校支援コーディネーター研修講座 年 3回 353 人 
啓発リーフレットの作成・配布 16,500 部 
（市町村教育委員会・小中学校・特別支援学校・県内大学等）   

 ※国庫補助事業（国 1/3､県 1/3､市町村 1/3） 

 
すべての子どもを対象として、放課後や週末等に小学校の余裕教室

等を活用し、安全に配慮しながら、地域住民の参画を得て、勉強や 
スポーツ、地域住民との交流活動等に取り組むなど、心豊かで健やか
な子どもの育成を目指します。 
 指導者研修会                 年1回  83人 

 学校支援コーディネーター研修講座 年3回 353人          
※国庫補助事業（国1/3､県1/3､市町村1/3） 

 
地域の住民や保護者などを委員とした「開かれた学校づくり委員

会」を学校運営協議会設置校を除く全ての県立学校に設置し、学校の
自己評価をもとに学校関係者評価を行い、学校運営上の課題を解決す

る方策等を検討するなど、地域に開かれた学校づくりを推進します。 
152 校に設置   

 
県民の多様な生涯学習のニーズにこたえ、学習の機会の拡充を図る

とともに、開かれた学校づくりを進めるため、学校施設や教育機能の
開放を推進します。 

・ 県立学校開放講座 20校21講座（1講座10時間以上）受講者342人 
・ 県立学校施設開放事業 
・ 県立学校教室等開放事業 

   
保護者や地域住民が、学校運営協議会を通じて、一定の権限と責任

を持って学校運営に参画し、より良い教育の実現とともに、地域に 

開かれ、地域に支えられる学校づくりを目指します。 
 県立学校 2校 多古・長狭高等学校（県指定） 
 （参考）県内の指定状況（市指定） 

小学校２校 習志野市立秋津小学校 
              香取市立栗源小学校 
        中学校１校 香取市立栗源中学校 
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主 要 事 業 名 

 
事   業   の   内   容 

 
コミュニティ・スクール 
実践研究事業 

 
 
 
 
 
家庭教育支援事業 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
「親力アップいきいき子育
て広場」事業 
 
 
 

 
 
「家庭教育支援団体データ
バンク」事業 
 
 

 
 
 
 

 
コミュニティ・スクールの導入及び強化を図るため、これからコミ

ュニティ・スクールを導入しようとする学校の実情に応じた制度運用

の方策を研究するとともに、コミュニティ・スクールの課題を解決し、
実効性を高めるための具体的方策を実践研究します。 
 導入に関する実践研究（浦安高等学校） 
 マネジメント力の強化に関する実践研究（多古・長狭高等学校） 
 
１ 親の学びプログラム活用事業 

親としての役割や子どもの発達段階に応じたかかわり方等を学
べるプログラムの作成とその活用方法等の研究を行い、親の学習機
会の充実を目指します。 
検討委員会の開催    5回       
親の学びプログラムの作成  

※国庫補助事業（国1/3､県2/3） 

 
２ 家庭教育啓発事業 

家庭教育及び子育てに関して、学校・家庭・地域社会が一体と 
なった支援の在り方や課題を話し合い、家庭教育の充実を図りま
す。 

※国庫補助事業（国1/3､県2/3） 

・ 家庭教育推進委員会   4 回  
・ 家庭教育懇談会     5 地区(5 教育事務所) 
・ 家庭教育支援講座     5 企業等 
・ 家庭教育支援研究協議会 1回 
  

 

３ 市町村家庭教育支援事業 
  市町村の家庭教育支援関係者の知識・技術の習得及び資質の向上
を図るとともに、関係機関・関係者のネットワークを構築し、家庭
教育支援体制の強化を図ります。 
・ 家庭教育相談員等ネットワーク推進協議会 5地区   502人 
・ 市町村相談員等のための家庭教育研修講座 初級終了  85人 

                      中級終了  67人 
 
４ 親力向上支援事業 
  基本的な生活習慣や親子のコミュニケーションなど家庭教育の
ポイントをまとめたリーフレットを、3歳児健診、小・中学校の入
学式等に配布し、すべての家庭の教育力向上を図ります。 

  
子どもの発達段階に応じた生活習慣やしつけなど、家庭教育に関す

る手立てや知識等の情報を掲載したホームページの充実により、個々
の家庭の教育力向上を図ります。 
ウェブサイト「親力アップいきいき子育て広場」のトップページへ

のアクセス数の増加に伴い、親力が向上するとともに、家庭教育を支

援する機運が高まる。(アクセス数 106 万回見込) 
 
家庭教育や子育てを支援している団体をホームページで紹介し、 

個々の家庭の家庭教育支援や親の学習機会の充実を図ります。 
 家庭教育支援団体データバンク 100団体 
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主 要 事 業 名 

 
事   業   の   内   容 

 
「学校から発信する家庭教
育支援プログラム」活用推

進事業 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
「ちば家庭・学校・地域 
応援企業等登録制度」 

 
 
 
企業等での社会体験活動 
（キャリア教育推進事業） 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
高等学校と大学との連携の 

促進 
 
 
 
 
 

さわやかちば県民プラザに
おける生涯学習の推進 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
保護者向けの啓発資料編と学校行事等で教員が保護者に働き 
かけるための指導プログラム編で構成する家庭教育支援資料集につ

いて、学校等での活用を一層推進します。 
 県内の 8割以上の公立学校小中学校において「学校から発信する家
庭教育支援プログラム」を活用し、学校を通じた家庭教育支援を推進
する。 
（参考）平成２４年度活用率  保育所 23.6% 
                幼稚園 63.2% 

               小学校 84.6% 
               中学校 72.9% 
 
 
教育分野での社会貢献活動に取り組む企業と連携し、その取組をホ

ームページ上で紹介するなど、家庭・学校・地域が一体となって、子

どもたちを育てる環境づくりを推進します。 
登録数 372 事業所 

 
 夏休みなどを活用した学校外における体験活動の機会を、企業等と
連携しながら提供します。 
１ 夢チャレンジ体験スクール 

・ サイエンススクール:研究機関等での観察・実験 
 ・ キャリア教育科学・先端技術体験キャンプ:企業・大学等での 

科学・技術体験、研究者へのインタビュー 
・ キャリア教育しごと体験キャンプ:職業人インタビュー、職場体
験、大学レベルの講義等 

 431人 36機関 

 
２ 子ども参観日キャンペーン      

子どもたちが親の働く姿に接することができるよう、企業等に
「子ども参観日」の実施を働きかけるとともに、実施した企業を 
ホームページ上で紹介するなど、企業等の参加を促進します。 

 21団体 51事業所 

  
３ キャリア教育啓発資料 

保護者向けの啓発リーフレットを配布し、キャリア教育を推進し
ます。 

 
 県内の大学・短期大学の高大連携に関する取組予定を調査し、 

ホームページに掲載するなど、高等学校が高大連携に取り組みやすい
環境の整備を図ります。 
 県内大学に次年度の高大連携の受入れ体制や連絡先などを調査し、
県のホームページに掲載。県内の高校と大学のネットワーク化を目指
し取り組んでいる。 
  

本県の生涯学習の振興を図るための「生涯学習センター」及び芸術
文化活動の振興を図るための「芸術文化センター」の機能を持つ「さ
わやかちば県民プラザ」において、次の事業を実施します。 
・ 情報収集・提供事業 情報収集数 4,568件 
生涯学習情報を収集、管理する「千葉県生涯学習情報提供 

システム（ちばりすネット）」をとおして「学習・イベント情報」   

「講師情報」「団体・サークル情報」の３分野の生涯学習情報を 
提供します。 アクセス数 約135万件 
・ 学習・研修事業 16事業 3､982名 
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主 要 事 業 名 

 
事   業   の   内   容 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ＥＳＣＯ事業の実施 
 
 
 
 
子どもの読書活動推進事業             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
県立図書館サービスの充実           
 

 
 
 
中央図書館耐震改修等 
整備事業       
         

メディア教材開発事業  
 
 
 
 
視聴覚教育指導者研修事業 

                 
 
 
 
社会教育主事講習等研修 
受講促進事業 

 
 
 
 
社会教育関係団体の支援 

          

 
 
 
 

県・市町村行政職員をはじめ、教職員、生涯学習団体のリーダー
等を対象とした生涯学習研修事業や、県民への学習機会の提供、 
現代的課題や広域的な学習環境の整備を図るための各種事業を 

実施します。  
上記以外にも、生涯学習相談事業（相談件数 108件）・千葉県

体験活動ボランティア活動支援センター事業（相談件数 282件）
のほか、文化・創作（15事業 56,767名）、交流（8事業 4,497名）、
調査・研究等の事業を行います。 

 

地球温暖化防止対策の県の率先的な取組の一つとして、「さわやか
ちば県民プラザ」において、省エネルギー改修による二酸化炭素  
排出量の削減と光熱水費の削減に効果のあるＥＳＣＯ事業を運用し
ます。 

 
「千葉県子どもの読書活動推進計画（第二次）」に基づき、子ども

の読書環境の整備を推進します。 
・ 発達段階に応じた保護者向け読書活動啓発リーフレットの作成 
「乳幼児向け」を3歳児及び「小学生向け」を1年生の保護者に配付 
 各56,000部 
・ 「子どもの読書活動啓発の集い」の開催 1回 232人 
・ 「公立図書館と学校の連携を図るための研修会」の開催 

                    1回 185人   
・ 「乳幼児への絵本の読み聞かせボランティア養成講座」の開催 
                                        1回  56人 
 
「千葉県立図書館の今後の在り方」に基づき、専門書や学術雑誌な

どを中心とした整備や蔵書の管理・検索システムの運用、市町立図書

館等への図書の配送、各種研修・講座の開催等、県民の多様なニーズ
に応えられるよう、図書館サービスの充実を図ります。 
 
昨年度に実施した改修計画事前調査の結果を踏まえ、耐震改修工事

等の整備内容の検討を行います。 
 

社会教育や学校教育に関する各種メディア教材の開発作品を県民
から広く募集し、学習成果発表の機会を設けるとともに、各種の生涯
学習講座・研修会や授業での積極的な活用を図ります。 
出品総数 14作品 
 
視聴覚機器・教材の活用について専門的な研修を行い、指導者の 

育成を図ります。 
視聴覚教育メディア研修（Ⅰ） 8人受講 
視聴覚教育メディア研修（Ⅱ） 1回目14名受講 2回目17名受講 

 
社会教育主事の配置促進と有資格者の増加、社会教育に携わる職員

の資質向上を図るため、国立教育政策研究所社会教育実践研究センタ

ーで実施される社会教育主事講習への、公立学校教職員等による受講
を促進します。社会教育主事講習〔Ａ〕  7人受講 

社会教育主事講習〔Ｂ〕 10人受講 
 
社会教育充実・振興のため、社会教育関係団体への助成により支援

します。 
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主 要 事 業 名 

 
事   業   の   内   容 

 
青少年教育施設における 
自然体験・生活体験活動の

推進         
  

        
 
 
 

防災キャンプ推進事業 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
通学合宿推進事業 
 

 
 
 
体験活動指導者養成事業 

 
 

 
 
 
社会人権教育指導研修事業 

 
        

 
 
 
 
 
 

人権教育促進事業 
 

 

 

 
青少年教育施設において、宿泊を伴う団体生活を通じて、自然体験

や生活体験等、子どもの自主性をはぐくむ機会を提供し、青少年の 

健全育成を推進します。 
・「週末ふれあい推進事業」として、各施設の立地条件や機能を   
生かし、週末に高齢者や親子のふれあい体験のできる事業を企画・
実施し、併せて子ども会等の地域の指導者養成を行います。 
県立青少年教育５施設 66事業見込 
 

未曽有の被害をもたらした東日本大震災を受け、各地域において想
定される災害や被災時の対応等の理解、学校等を避難所とした生活体
験などの防災教育プログラムを実践する防災キャンプを実施するこ
とにより、防災教育の観点に立った青少年の体験活動を推進します。 
 ・防災キャンプ「生活体験学校」の実施 
 ・防災キャンプフォーラムの開催 

 「生活体験学校」6泊７日(8/19～8/25)実施 児童生徒23人  
支援スタッフ19人 講師20人  
防災キャンプフォーラム2月15日（千葉県教育会館大ホール） 

 
 子どもたちの自主性や協調性を伸ばし、「生きる力」をはぐくむと
ともに、公民館等を利用し地域で子どもを育てる機運を醸成する「通

学合宿」について、全県的な取組に拡がるよう推進します。 
 17市町村34事業、5青少年教育施設11事業（内4事業は市町村と共催） 
  
県立青少年教育施設の持つ豊かな自然環境の下、経験豊富な自然体験
活動実践家を講師としたセミナーを実施し、青少年の体験活動の 
普及拡大を図るとともに、青少年教育施設を核とした、青少年が安全

安心な体験活動ができる環境を整備します。 
 県立青少年教育5施設 11事業見込    
 
１ 社会人権教育指導者の養成 

市町村職員及び社会教育関係者に対する人権教育を推進し、社会
人権教育指導者の養成を図ります。 

・ 社会人権教育指導者養成講座  年4回開催    15人 
・ 社会人権教育地区別研修会    5会場で開催 1,219人 
・ 社会人権教育中央研修会           54人   

２ 社会人権教育資料を刊行します。 
 
 

県民の自主的・組織的活動を促進し、教育文化の向上を図り、人権
が尊重された社会をつくるため、人権教育推進員を選任し、人権教育
に関する各種啓発活動や相談事業を実施します。 

 

 



千葉県の 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さわやかちば県民プラザ（柏市）

『県民の生涯学習の拠点』 

（平成８年） 

県立中央図書館（千葉市）
『千葉県関係資料が

（大正１３年） 

＊現在の建物は昭和４３年～

 

手賀の丘少年自然の

『

西部図書館（松戸市） 

『自然科学・技術系資料が充実』

（昭和６２年） 

 

鴨川青年の家（鴨川市）

『海洋スポーツ(カッター・シーカヤック

（昭和６３年） 

（３） 

の社会教育施設 

                              

さわやかちば県民プラザ（柏市） 

 

水郷小見川少年自然の家（香取市）

『水

県立中央図書館（千葉市） 
が充実』 

現在の建物は昭和４３年～ 

東部図書館（旭市）

『

手賀の丘少年自然の家（柏市） 

『手賀沼の自然観察・ﾗｰﾄ体験』

（平成５年） 

東金青年の家（東金市） 

『東金の里山とふれあう』 

（昭和４７年） 

 

市） 

カッター・シーカヤック体験)』 

君津亀山少年自然

『癒

                              （    ）設置年 

 

水郷小見川少年自然の家（香取市）

水に親しみ、星と語る』 

（平成１３年） 

東部図書館（旭市） 

『文学・歴史関係資料が充実』

（平成１０年） 

 

 

 

君津亀山少年自然の家（君津市） 

癒しの森でハイキング』 

（昭和６１年） 



生涯学習審議会資料 

（４）「公の施設の見直し方針」と社会教育施設 

 公の施設の見直し方針 （平成２４年３月） 

【県立青少年教育施設（５所）】 
当面現行維持とするが、現指定管理期間

中に、児童生徒数の減少、利用状況、施設

改修の時期等を踏まえ、今後も県立５施設

体制を維持し続ける必要性の有無につい

て検討を行う。 
［留意事項］ 
利用の実態に実質的相違がないにも関

わらず、設置目的及び名称が「少年自然の

家」「青年の家」に分かれていることから、

設置目的等の再整理について検討を行う。 

【さわやかちば県民プラザ】 
複合施設として建設されたが、現在は教

育施設としてほぼ生涯学習センター機能

のみとなっており、施設を十分活用しきれ

ていない状態にあることから、稼働率が低

いスペースの有効活用策を検討する。 
上記の有効活用策を検討した上で、必要

により、施設の転用も含めた抜本的な見直

しについても検討を行う。 

 【県立図書館（３館）】 
中央図書館の改修後を見据えた、西部図

書館、東部図書館も含めた３館体制のあり

方等について、今後の図書館を取り巻く状

況を踏まえ、継続して検討を行う。 

「県立青少年教育施設の今後の

在り方」について、社会教育委員会

議に諮問（平成２４年１２月）し、

５回の審議を経て、教育委員会に対

し、答申（平成２５年１１月）が出

された。答申では「現在ある５施設

を今後も維持発展すべき」旨のご意

見をいただいた。 
教育委員会において「県立青少年

教育施設の今後の在り方」（案）を

現在、作成中である。 

生涯学習審議会のご意見をいただ

き策定した「千葉県立図書館の今後

の在り方」（平成２３年１２月）に基

づき、中央・西部・東部の３館が連

携し、県内図書館ネットワークの構

築・運営や市町村図書館の職員研修

の充実等、県立図書館サービスの充

実に取り組んでいる。 
 

平成２３年度より有効活用策を

検討し、企業等への営業活動や他団

体等との連携による主催事業の開

催、インターネットによる施設利用

申込の他、利用率の低いビデオ編集

室等を多目的研修室に改修し、施設

の稼働率向上を図っている。現在は

取組の評価中である。 
平成２６年度より、県立唯一の生

涯学習センターとしての役割を踏

まえた、在り方の検討を行ってい

く。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）千葉県子供の読書活動推進計画(第三次)の策定に向けて 

子どもの読書活動の推進に関する法律（平成 13年 12 月）－抄－ 

第８条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども

読書活動推進基本計画」という。）を策定しなければならない。 

第９条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県に

おける子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画を策定するよう努めなければならない。 

子どもの読書活動

に関する基本的な

計画(H14) 

子どもの読書活動

に関する基本的な

計画(第二次)(H20) 

子どもの読書活動に関

する基本的な計画(第三

次)(H25) 

国 民 読 書 年

( 平 成 ２ ２ 年 )

の取組 

千葉県子どもの読

書活動推進計画

(H15) 

千葉県子どもの読

書活動推進計画(第

二次)(H22)  

基本的な方針 

○子どもが自主的に読

書活動を行うための

読書環境の整備・充実 

○家庭・地域・学校の連

携・協力による子ども

が読書に親しむ機会

の提供と充実 

○子どもの読書活動に

関する理解と関心の

普及 

 

※おおむね５年 

「図書館法の設置

及び運営上の望ま

しい基準」の改正 

新 学 習 指 導 要

領 の全 面 実 施

(言語活動の充実)  

新しい情報通信技

術を活用した読書

環境の拡大 

子どもの読書活動

の実態とその影

響・効果に関する

研究調査結果 

目標数値(H26 年度) 

○公立図書館等の児童書貸

出冊数(885 万冊) 

○学校図書館図書標準を達

成している割合(60％) 

○公立図書館等と連携してい

る学校の割合(75％) 

○ボランティアと連携・協力し

ている学校の割合(60％) 

○ブックスタート実施市町村

の割合(75％) 

○市町村の「子どもの読書活

動推進計画」策定率(60％) 

状 況(H20 年度→H24 年度) 

□ブックスタート実施市町村の大幅な増加(60.7%→85.2%) 

□市町村の「子ども読書活動推進計画」策定率の増加

(42.9%→53.7%)と地域間格差（市 70.3％ 町村 17.6％) 

□学校において、学校図書館図書標準を達成している割合

(43.7%→47.1%)、公立図書館等との連携(60.2%→67.0%)、ボラン

ティアとの連携・協力(52.6%→56.9%)の増加 

□公立図書館等の児童書貸出冊数の減少(842 万冊→

791 万冊) 

□学校段階が進むにつれて読書をしなくなる傾向(H25年度) 

 （不読率 小学６年生 11.5％  中学３年生 18.6％） 

方 策 案 

□関係庁内各課相互の密接な連携及び市町村、学校、

図書館、ボランティア団体等との連携のさらなる強化 

□市町村の「子ども読書活動推進計画」策定状況の公

表・周知及び策定に役立つ情報の提供 

千葉県子供の読書活動

推進計画(第三次) 
 
平成 27 年３月公表予定 

千葉県教育振興基本計画(H22) 

Ⅱ 元気プロジェクト 

１ 読書県「ちば」を推進する 

○不読率の改善 

○市町村推進計画の策定率の向上 

○子どもと本をつなぐネットワーク 

子供の読書活動推進部会 
(生涯学習審議会内に設置) 

・生涯学習審議委員６名 

・協力員５名 

学識経験者（行政関係者を含む）・社

会教育関係者(図書館関係者を含む)・

家庭教育関係者・学校教育関係者 

推
進
計
画
検
討
委
員
会
（
庁
内
） 

県民等 

・市町村教委等へ

の各種調査  

・読書関連事業で

の意見聴取 

・パブリックコメント 

検討体制 

情勢の変化と留意すべき事項 

３ 千葉県子供の読書活動推進計画（第三次）の策定について  



（２）千葉県子供の読書活動推進部会の設置について（案） 
                                     H26.1 

１ 設置趣旨 
「千葉県子供の読書活動推進計画（第三次）」の改定について、集中的に検討・協議する 

必要があることから、生涯学習審議会内に「千葉県子供の読書活動推進部会」を設ける。 

 

２ 設置根拠 
(1) 千葉県生涯学習審議会条例 (平成３年７月 22 日 千葉県条例第 32 号) 
  （部会） 

第５条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 
(2) 千葉県生涯学習審議会運営規則 (平成３年７月 22 日 教育委員会規則第 10 号)  

（職員等の出席） 

第３条 審議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他の関係人に対し、その

出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。 

（部会長等） 

第４条 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

２ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。 

３ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

４  部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指名する当該部会に属する委員がその職務を代 
理する。 

（部会の会議） 

第５条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。 

２ 部会は、当該部会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き，議決することができ 
ない。 

３ 部会の議事は、出席した当該部会に属する委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議 
長の決するところによる。 

４ 第２条及び第３条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、第２条中「会 
長」とあるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」と、第３条中「審議会」とあるの 
は「部会」と読み替えるものとする。 

 
３ 構成員  

生涯学習審議会委員６名・協力員５名 

学識経験者(行政関係者を含む)・社会教育関係者(図書館関係者を含む)・家庭教育関係

者・学校教育関係者 

 

４ 設置期間 
  設置した日から平成２７年３月末日までとする。 

 

５ スケジュール（予定）  

   

 

  

回 数 日 程 会 場 

第１回 ７月  日（ ） 未定 

第２回 １０月 未定 

第３回 ２月 未定 



第１０期千葉県生涯学習審議会第１回会議 及び 
平成２５年度第４回千葉県社会教育委員会議 次第 

 
 

日時：平成２６年１月２９日（水） 

                      午後２時００分～４時００分 

会場：県庁中庁舎９階企画管理部会議室 

 

 
 
１ 開  会 
 
 
２ あいさつ 

重栖教育振興部長 
 
３ 委員、出席者紹介 
   
４ 議  事 
（１）会長（議長）及び副会長（副議長）等 選出 
（２）千葉県の生涯学習の推進、社会教育の振興について 
（３）千葉県子供の読書活動推進計画（第三次）の策定について  
（４）その他 

 
５ 諸 連 絡 
 
６ 閉  会 



生涯学習
審議会
会長

生涯学習
審議会
副会長

氏名 所属
社会教育
委員会議

議長

社会教育
委員会議
副議長

1 大久保
お お く ぼ

　良孝
よしたか

千葉市立鶴沢小学校長

2 黒澤
くろさわ

　真澄
ますみ

白井市立図書館長

3 黒田　江美子
く ろ だ え み こ

浦安市教育委員会  教育長

4 佐久間
さ く ま

　敦子
あつこ

千葉県立松戸向陽高等学校長

5 千
せん

藤
どう

　尚
たか

志
し

千葉県公民館連絡協議会 顧問

6 高田
たかだ

　悦子
えつこ ＮＰＯ法人

子どもネット八千代 理事

7 立原
たちはら

　充彦
みつひこ

千葉県ＰＴＡ連絡協議会 監事

8 田村　悦智子
た む ら え ち こ 公益財団法人

日本バレーボール協会評議員

9 中澤
なかざわ

　潤
じゅん

千葉大学教育学部  教授

10 福田　正明
ふくだ まさあき

千葉テレビ放送株式会社 顧問

１名 ２名 ２名 ６名

子供の
読書活動
推進部会
部会委員

社会教育
委員連絡
協議会
理事

　　　　千葉県生涯学習審議会委員　及び　千葉県社会教育委員名簿（２）　

新　委　員

№



会長（議長）副会長
（副議長）決定後
席を移動

会長（議長）副会長
（副議長）決定後
席を移動

大久保委員○

黒澤　委員○

○高田　委員

○立原　委員

黒田　委員○

佐久間委員○

○田村　委員

○中澤　委員

千藤　委員○ ○（福田委員）
　　　欠席

（進行）

生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課 教育委員会 中央図書館 県民プラザ

奥山 田村 黒川 重栖 葉山 森本

　

第10期千葉県生涯学習審議会第1回会議及び
平成２５年度第4回千葉県社会教育委員会議座席表

期　日：平成26年1月29日（水）
会　場：県庁中庁舎9階企画管理部会議室

　　　　　　　副会長      会長　　　副会長

録音

奥山 田村 黒川 重栖 葉山 森本
室長 室長 課長 振興部長 館長 所長

生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課

鶴岡 矢部 加藤 岡野 髙橋 山崎
班長 班長 副主幹 社教主事 副主幹 副主幹

生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課 東葛飾教育事務所 東上総教育事務所 南房総教育事務所

鈴木圭 小泉憲 遠山 赤澤 小幡 小出
社教主事 社教主事 社教主事 社教主事 社教主事 社教主事

生涯学習課 ○ ○ ○ ○ ○
小泉弘
社教主事

傍聴者・報道関係者


